
○ 外国人住民の更なる増加に加え、多国籍化や高齢化等も引き続き進展し、地域における多文化
共生の取組が重要な課題。

○ 先進的な自治体の取組事例を横展開し、全国的に市町村レベルでの取組を加速させるため、
以下の施策等により、地域における多文化共生施策を更に推進する。

新たな「多文化共生にかかる優良な取組の共有手法」について

助言・サポート

●●都道府県

情報共有
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現状・課題・今後の方向性等の共有

多文化共生地域会議

総 務 省
（有識者・多文化共生アドバイザー等を含む）

※全体で年間５～６回程度の開催を想定

都道府県単位（市区町村も参加・地域ブロック単位等での開催も可）で開催

多文化共生アドバイザー制度

※多文化共生地域会議の開催に要する経費について特別交付税措置（Ｈ31新規：市町村分）
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④助言・ノウハウの提供等

＜活用イメージ＞
○先進地視察受入れ
○講演会・研修講師
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※総務省でアドバイザー名簿を作成

アドバイザー登録
の承諾依頼

※多文化共生アドバイザー制度の活用に要する
経費について特別交付税措置（H31新規：市町村分）

③相談（訪問・派遣依頼・メール等）

①活用申込み

②対応可否の打診 ②‘対応可否の結果
を回答
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